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定額給付金・子育て応援特別手当は

4月6日～13日 現金で給付します

Ｑ
・
申
請
の
際
、
本
人
を
証
明
す

る
書
類
を
忘
れ
た
と
き
は
ど
う
し

た
ら
い
い
で
す
か
。

Ａ
・
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

一
度
戻
っ
て
い
た
だ
き
、
再
度
持

参
し
て
申
請
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

Ｑ
・
一
人
暮
ら
し
で
寝
た
き
り
の

母
親
の
申
請
は
、
ど
う
す
れ
ば
い

い
で
す
か
。

Ａ
・
特
別
に
民
生
委
員
や
自
治
会

長
な
ど
が
代
理
で
申
請
で
き
ま

す
。代
理
申
請
が
必
要
な
場
合
は
、

町
か
ら
改
め
て
民
生
委
員
さ
ん
な

ど
に
ご
連
絡
し
ま
す
の
で
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

Ｑ
・
基
準
日
の
二
月
一
日
に
生
ま

れ
た
子
供
は
対
象
に
な
り
ま
す

か
。

Ａ
・
支
給
対
象
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
・
基
準
日
の
二
月
一
日
の
後
に

死
亡
し
た
場
合
は
、
ど
う
な
り
ま

す
か
？
ま
た
、
基
準
日
に
死
亡
し

た
場
合
は
？

Ａ
・
ど
ち
ら
も
、
二
月
一
日
に
は

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
の
で
、
対
象
に
な
り
ま
す
。

Ｑ：５歳、４歳、１歳の三人の子どもがいますが、
いくらいただけるのですか。
Ａ：５歳の子は第一子のため給付対象になりません。
また、１歳の子も平成 17 年４月１日以後に生まれて
いますので、給付の対象になりません。したがって、
４歳の子どもだけ支給対象となるため 36,000 円が給
付されます。

　

景
気
の
悪
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
苦
し
い
生
活
の
状
況
が
叫
ば
れ
る
中
、
町
は
生
活

支
援
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
複
数
の
子
ど
も
を
養
育
す
る
世
帯
の
負
担
軽
減
の
た

め
「
定
額
給
付
金
」
と
「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」
を
給
付
し
ま
す
。
給
付
は
４
月

６
日
か
ら
13
日
ま
で
、
町
の
総
合
セ
ン
タ
ー
で
現
金
給
付
し
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
示
さ
れ
た
日
程
に
、
必
要
な
書
類
な
ど
を
準
備
し
て
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　

本
号
で
は
、
給
付
金
な
ど
の
概
要
と
受
け
取
る
た
め
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

定額給付金
子育て応援特別手当

Q A&&

◎定額給付金と子育て応援特別手当の概要は、下の表のとおりです。

受け取り方法は？

その1

その2

その3 定額給付金

対　　象

2月1日現在で、次のどちらかに
該当する方
①葛巻町の住民基本台帳に記録さ
れている方
②外国人登録原票に登録されてい
る特別永住者または在留資格を有
して在留している方

2月1日現在、次のどちらかに該当
し、3歳から18歳までの子どもを2
人以上養育している世帯の平成14
年4月2日から平成17年4月1日まで
に生まれた第2子以降の子ども
①葛巻町の住民基本台帳に記録され
ている方
②外国人登録原票に登録されている
特別永住者または在留資格を有して
在留している方

給 付 額

一人当たり12,000円。ただし、
２月１日現在で65歳以上の方
（昭和19年２月２日以前に生ま
れた方）と18歳以下の方（平成
２年２月２日以降に生まれた方）
は20,000円

対象となる子一人当たり36,000円

給付方法 原則として『現金給付』です。指定する日時に、町総合センターで申
請し、現金を受け取ってください。

受 給 者 世帯主（外国人は本人） 給付対象者のいる世帯主

子育て応援特別手当
各家庭に郵送された申請書に記入しましょう

町総合センターに申請に行きましょう

 振り込め詐欺にご注意ください！

　町では、3月中に世帯主あてに申請書を郵送しています。この申請
書に記入されている氏名、続柄、生年月日、給付額、世帯人数などが
正確であるか確認しましょう。内容に間違いがなければ、世帯主の方
が住所、氏名、電話番号などの必要事項を記入・押印しましょう。

下記の日程で受け付けをします。各家庭に郵送された申請書には、「同
封の返信用封筒に入れて投函してください」と記入していますが、町
では現金給付しますので、返送せず直接下記の日時に持参してくださ
い。
受付時間は午前 10時～午後 7時です。

　定額給付金の給付を装った振り込め詐欺や個人情報を聞き出す不審な
電話に注意してください。
　定額給付金の給付に関して、町や国、県は■手数料の支払いを求める
ことはありません■口座番号などを電話で聞くことはありません■現金
自動支払機（ＡＴＭ）を操作させることは、ありません。

＊用務や仕事などの都合で、上記の日程で申請できない場合でも後日申請
することができます。〔担当課：総務企画課（☎内線 220）〕
＊会場内で、くずまき商業協同組合が「プレミアムくずまき商品券」
を販売します。10,000 円で 11,000 円分の商品券を一人 3セットまで購入で
きます。

申請には本人確認で
きる証明書類が必要

◇申請は原則として「世帯主」
です。用務や仕事の都合で、ど
うしても申請できない場合は、
同じ世帯の方だけが代理で申請
することができます。同居して
いても、世帯が別になっている
場合や親戚、隣人、友人などは
代理申請できません。
　また、必要書類などがそろっ
ていない場合も現金給付できま
せんので、次の書類を整えてか
ら会場においでください。

《世帯主本人が申請する場合》
①申請書
②本人確認できる証明書類
・顔写真付き証明書類…運転免
許証、パスポート、住民基本
台帳カード（顔写真付き）の
どれかひとつ

・顔写真のない証明書類…健康
保険証、介護保険証、診察券、
住民基本台帳カード（顔写真
なし）、医療費受給者証、年
金証書、預金通帳など異なる
２種類の証明書類

③印鑑 

《代理申請の場合》
①申請書
②代理の方の身分を確認できる
証明書類（本人申請の場合と
同じ）

③印鑑

月　日
６日

７日

８日

９日

10日
11日
12日
13日

４　
　

月

曜日
月

火

水

木

金
土
日
月

対　　象　　地　　区
吉ケ沢
下冬部
毛頭沢
上田野
中　村
江刈川
江刈馬淵
泉　田
田　子
下　町
町内全域
（あらかじめ指定された日に申請できなかった方）

土谷川
田　屋
前　里
馬　場
寺　田

遠矢場
小苗代
城内小路
浦子内

元　木
根地戸
田部馬淵
垂　柳
大　沢

車　門

新　町
茶屋場

小屋瀬
市部内
正　路
平　船
橋　場

山　岸

田　代
境の沢
寺　畑
小　田
野　中

五日市

上外川
名前端
触　沢
星　野
四日市

栗　山


